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〇〇〇管 理 組 合  

管 理 規 約  

 

「建 物 の区 分 所 有 等 に関 する法 律 ｣（昭 和 37 年 ４月 ４日 法 律 第 69 号 。以

下 「区 分 所 有 法 ｣という｡ ）に基 づき、次 のとおり管 理 規 約 （以 下 ｢規 約 」とい

う。）を定 める。 

 

 

第 １章 ：総 則  

 

（目 的 ） 

第 １条  本 規 約 は、管 理 又 は使 用 の対 象 となる物 件 （以 下 「対 象 物 件 」とい

う。）について、用 法 、管 理 、組 織 及 び会 計 等 に関 する事 項 を定 めることによ

り、区 分 所 有 者 の共 同 の利 益 を増 進 し、良 好 な業 務 環 境 を確 保 し、施 設 全

体 の繁 栄 に寄 与 することを目 的 とする。 

                                       

 

（対 象 物 件 の範 囲 ） 

第 ２条  本 規 約 の対 象 となる物 件 の範 囲 は、別 表 １に掲 げる敷 地 、建 物 及

び附 属 施 設 （以 下 「対 象 物 件 」という。）とする。 

 

（対 象 物 件 の名 称 ） 

第 ３条  本 規 約 の対 象 物 件 の名 称 は､｢〇〇〇」とする。 

 

（定 義 ） 

第 ４条  本 規 約 において、次 に掲 げる用 語 の意 義 は、それぞれ当 該 各 号 に

定 めるところによる。 

一  区 分 所 有 権  建 物 の区 分 所 有 等 に関 する法 律 （昭 和  37 年 法 律 第  

69 号 。以 下 「区 分 所 有 法 」という。）第 ２条 第 １項 の区 分 所 有 権 をいう。 

二  区 分 所 有 者   
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区 分 所 有 法 第 ２条 第 ２項 の区 分 所 有 者 をいう。  

三  占 有 者   

区 分 所 有 法 第 ６条 第 ３項 の占 有 者 をいう。  

四  専 有 部 分   

区 分 所 有 法 第 ２条 第 ３項 の専 有 部 分 をいう。  

五  共 用 部 分   

区 分 所 有 法 第 ２条 第 ４項 の共 用 部 分 をいう。  

六  一 部 共 用 部 分   

区 分 所 有 法 第 ３条 後 段 の一 部 共 用 部 分 をいう。  

七  敷 地   

区 分 所 有 法 第 ２条 第 ５項 の建 物 の敷 地 をいう。  

八  共 用 部 分 等   

共 用 部 分 及 び附 属 施 設 をいう。  

九  専 用 使 用 権   

敷 地 及 び共 用 部 分 等 の一 部 について、特 定 の区 分 所 有 者 が排 他 的

に使 用 できる権 利 をいう。  

十  専 用 使 用 部 分   

専 用 使 用 権 の対 象 となっている敷 地 及 び共 用 部 分 等 の部 分 をいう。  

十 一  電 磁 的 方 法  

電 子 情 報 処 理 組 織 を使 用 する方 法 その他 の情 報 通 信 の技 術 を利 用

する方 法 であって次 に定 めるものをいう。  

イ 送 信 者 の使 用 に係 る電 子 計 算 機 と受 信 者 の使 用 に係 る電 子 計 算

機 とを電 気 通 信 回 線 で接 続 した電 子 情 報 処 理 組 織 を使 用 する方 法 で

あって、当 該 電 気 通 信 回 線 を通 じて情 報 が送 信 され、受 信 者 の使 用 に

係 る電 子 計 算 機 に備 えられたファイルに当 該 情 報 が記 録 されるもの  

ロ 磁 気 ディスクその他 これに準 ずる方 法 により一 定 の情 報 を確 実 に記

録 しておくことができる物 をもって調 製 するファイルに情 報 を記 録 したもの

（以 下 「電 磁 的  記 録 」という。）を交 付 する方 法   

十 二  WEB 会 議 システム等   

電 気 通 信 回 線 を介 して、即 時 性 及 び双 方 向 性 を備 えた映 像 及 び音 声
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の通 信 を行 うことが できる会 議 システム等 をいう。  

十 三  国 内 管 理 人   

区 分 所 有 法 第 ６条 の２の国 内 管 理 人 をいう。  

十 四  所 有 者 不 明 専 有 部 分 管 理 人   

区 分 所 有 法 第 46 条 の２第 ４項 の所 有 者 不 明 専 有 部 分 管 理 人 をい

う。 

十 五  管 理 不 全 専 有 部 分 管 理 人   

区 分 所 有 法 第 46 条 の８第 ３項 の管 理 不 全 専 有 部 分 管 理 人 をいう。 

 

（管 理 組 合 ） 

第 ５条  区 分 所 有 者 は、第 １条 に定 める目 的 を達 成 するため、区 分 所 有 者

全 員 をもって〇〇〇管 理 組 合 （以 下 ｢管 理 組 合 」という。）を構 成 する。 

２ 管 理 組 合 は、事 務 所 を〇〇〇内 に置 く。 

３ 管 理 組 合 の業 務 及 び組 織 等 については、第 ６章 に定 めるところによる 

 

（規 約 等 の遵 守 義 務 ） 

第 ６条  区 分 所 有 者 は、対 象 物 件 の円 滑 な共 同 運 営 を 維 持 するた めに本

規 約 、規 則 及 び細 則 （ 以 下 「規 約 等 」という。）並 びに総 会 の決 議 及 び第 ６

章 第 ６節 に定 める理 事 会 の決 議 （以 下 「総 会 等 の決 議 」という｡)を誠 実 に遵

守 しなければならない。 

２ 区 分 所 有 者 は、その従 業 員 又 は専 有 部 分 の貸 与 を受 けた者 若 しくはそ

の従 業 員 に対 して、規 約 等 に定 める事 項 及 び総 会 等 の決 議 を遵 守 させなけ

ればならない。 

 

（区 分 所 有 者 の権 利 義 務 等 ） 

第 ７条  区 分 所 有 者 は、建 物 の保 存 に有 害 な行 為 その他 建 物 の管 理 又 は

使 用 に関 し区 分 所 有 者 の共 同 の利 益 に反 する行 為 をしてはならない。 

２ 区 分 所 有 者 は、その専 有 部 分 又 は共 用 部 分 を保 存 し、若 しくは改 良 す

るため必 要 な範 囲 内 において、他 の区 分 所 有 者 の専 有 部 分 又 は共 用 部 分

の使 用 を請 求 することができる。この場 合 において、他 の区 分 所 有 者 が損 害
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を受 けたときは、その賠 償 をしなければならない。 

３ 区 分 所 有 者 は、対 象 物 件 を常 に良 好 な環 境 に保 ち、区 分 所 有 者  

全 員 の繁 栄 のため相 互 に協 力 しなければならない。 

４ 区 分 所 有 者 は、公 序 良 俗 に反 する行 為 をしてはならない。 

５ 区 分 所 有 者 は、規 約 等 に違 反 した場 合 には、本 規 約 等 から生 ず 

る一 切 の責 任 を負 わなければならない。 

６ 第 １項 、第 ３項 及 び第 ４項 の規 定 は、占 有 者 に準 用 する。 

 

（関 係 法 令 の遵 守 ） 

第 ８条  区 分 所 有 者 は、建 物 の管 理 又 は使 用 に関 して関 係 法 令 等 に定 め

られた事 項 を遵 守 しなければならない。 

 

（区 分 所 有 者 の届 出 義 務 ） 

第 ９条  区 分 所 有 者 は、次 の各 号 の一 に該 当 する場 合 には、規 則 で定 める

ところにより理 事 長 へ届 け出 なければならない。 

一  区 分 所 有 権 を譲 渡 しようとするとき 

二  区 分 所 有 権 を取 得 したとき又 は喪 失 したとき 

三  専 有 部 分 を貸 与 するとき 

四  専 有 部 分 の用 途 又 は業 種 を変 更 しようとするとき 

五  その他 規 則 で定 める事 項  

２ 前 項 （第 一 号 及 び第 二 号 を除 く。）の規 定 は、占 有 者 に準 用 する。 

 

（規 約 等 の効 力 ） 

第 10 条  本 規 約 等 及 び総 会 等 の決 議 は、区 分 所 有 者 の包 括 承 継 人 及 び

特 定 承 継 人 に対 してもその効 力 を有 する。 

２ 占 有 者 は、対 象 物 件 の管 理 又 は使 用 につき、区 分 所 有 者 が本 規 約 等

又 は総 会 等 の決 議 に基 づいて負 う義 務 と同 一 の義 務 を負 う。 
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第 ２章 ：専 有 部 分 及 び共 用 部 分 等 の範 囲  

 

（専 有 部 分 の範 囲 ） 

第 11 条  対 象 物 件 のうち区 分 所 有 権 の対 象 となる専 有 部 分 は、別 図 １に

表 示 する床 番 号 を付 した床 とする。 

２ 専 有 部 分 の範 囲 は、原 則 として天 井 、床 、壁 及 びその他 の障 壁 で囲 まれ

た部 分 とする。ただし、天 井 未 設 置 部 分 その他 これらに類 する部 分 について

は、共 用 設 備 の設 置 に必 要 な部 分 を除 く部 分 とし、理 事 会 で定 めるものとす

る。 

３ 前 二 項 の専 有 部 分 を他 から区 分 する構 造 物 の帰 属 については､次 の各

号 に掲 げるとおりとする。なお､専 有 部 分 内 にある間 仕 切 壁 （構 造 壁 となるも

のを除 く。以 下 同 じ。）は、専 有 部 分 とし、並 びに、専 有 部 分 と専 有 部 分 との

間 の間 仕 切 壁 及 び専 有 部 分 を新 たに区 分 した場 合 の間 仕 切 壁 は、両 区 分

所 有 者 の共 有 とする。 

一  天 井 及 び床 は、躯 体 部 分 を除 く部 分 を専 有 部 分 とする。 

二  壁 及 びその他 の障 壁 のうち、躯 体 部 分 となるものは、専 有 部 分 に含 まれ

ないものとする。 

三  共 用 部 分 及 び屋 外 に面 する窓 枠 、窓 ガラス、出 入 口 の扉 その他 これら

に類 する部 分 は、専 有 部 分 に含 まれないものとする。ただし、別 図 ５に示 さ

れる部 分 については、この限 りではない。 

４ 建 物 の附 属 施 設 についての専 有 部 分 の範 囲 は、次 の各 号 に掲 げるとお

りとする。 

一  専 有 部 分 内 部 に設 置 された設 備 は、原 則 として専 有 部 分 とする。 

二  共 用 部 分 に設 置 されたものであっても特 定 の専 有 部 分 の専 用 に供 され

る設 備 は、専 有 部 分 とする。 

三  電 気 、給 排 水 衛 生 、空 気 調 和 及 びガス等 の設 備 の配 管 、配 線 等 につ

いては、特 定 の専 有 部 分 での専 用 使 用 を目 的 として本 管 から分 岐 した支

管 及 び幹 線 から分 岐 した分 岐 線 は、専 有 部 分 とする。 

５ 前 項 の規 定 にかかわらず、次 の各 号 に掲 げるものは、専 有 部 分 に含 まれ

ないものとする。 
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一  法 令 により各 区 分 所 有 者 が専 有 部 分 に設 置 することが義 務 づけられて

いる消 火 設 備 、火 災 報 知 設 備 等 の防 災 関 係 の設 備 のうち共 用 部 分 と一

体 となった設 備  

二  共 用 部 分 から専 有 部 分 に分 岐 される電 気 、ガス、水 道 等 の専 用 計 量 器 、

個 別 計 量 器 及 びバルブ 

 

（共 用 部 分 等 の範 囲 ） 

第 12 条  対 象 物 件 のうち共 用 部 分 等 を共 用 部 分 及 び共 用 部 分 に属 さな

い附 属 施 設 に区 分 し、共 用 部 分 の範 囲 は別 表 ２及 び別 図 ２に、共 用 部 分

に属 さない附 属 施 設 の範 囲 は別 表 ３に掲 げるとおりとする。 
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第 ３章 ：敷 地 及 び共 用 部 分 等 の共 有  

 

（共 有 持 分 ） 

第 13 条  各 区 分 所 有 者 の敷 地 、共 用 部 分 等 に係 るそれぞれの共 有 持 分

は、別 表 ５及 び別 表 ６に掲 げるとおりとする。 

２ 専 有 部 分 を新 たに区 分 した場 合 の敷 地 、共 用 部 分 等 の共 有 持 分 は、区

分 後 の専 有 部 分 の登 記 床 面 積 （壁 その他 の区 画 の内 側 線 で囲 まれた部 分

の水 平 投 影 面 積 をいう。）の割 合 で按 分 する。この場 合 の区 分 後 の共 有 持

分 の合 計 は、区 分 前 の共 有 持 分 と等 しくなるよう定 めなければならない。 

３ 専 有 部 分 を合 併 した場 合 の共 有 持 分 は、合 併 前 のそれぞれの共 有 持 分

の合 計 とする。 

 

（分 割 請 求 及 び分 離 処 分 の禁 止 ） 

第 14 条  区 分 所 有 者 は、敷 地 又 は共 用 部 分 等 の分 割 を請 求 することはで

きない。 

２ 区 分 所 有 者 は、専 有 部 分 のみを貸 与 する場 合 を除 き、専 有 部 分 と敷 地

及 び共 用 部 分 等 の共 有 持 分 とを分 離 して譲 渡 、貸 与 、抵 当 権 の設 定 等 の

処 分 をしてはならない。但 し、「旦 過 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 」の実 施 に伴 う

換 地 処 分 等 の手 続 によるものは除 く。 
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第 ４章 ：用 法  

 

第 １節 ：専 有 部 分  

 

（専 有 部 分 の用 途 ） 

第 15 条  区 分 所 有 者 は、その専 有 部 分 を規 則 に定 める用 途 又 はそれに関

連 若 しくは類 似 する用 途 （以 下 ｢指 定 用 途 」という。）として使 用 するものとす

る。 

２ 専 有 部 分 の用 途 が前 項 に規 定 する指 定 用 途 の範 囲 内 であっても、建 物

の保 存 に有 害 であると認 められる場 合 若 しくは共 用 部 分 又 は他 の専 有 部 分

並 びに専 用 使 用 部 分 の使 用 に支 障 があると認 められる場 合 には、理 事 長

は、理 事 会 の決 議 を経 てその是 正 等 のため必 要 な勧 告 又 は指 示 若 しくは警

告 を行 うことができる。 

３ 区 分 所 有 者 は、その専 有 部 分 を他 の区 分 所 有 者 の迷 惑 となるような用

途 に供 してはならない。 

４ 前 各 項 の規 定 は、占 有 者 に準 用 する。 

 

（優 先 譲 渡 ） 

第 16 条  区 分 所 有 者 は、区 分 所 有 権 の全 部 又 は一 部 を譲 渡 する場 合

は、他 の区 分 所 有 者 に対 し、第 三 者 に優 先 して譲 渡 の申 出 を行 うものとす

る。 

２ 前 項 の優 先 譲 渡 に関 する必 要 な事 項 は、規 則 で定 めるものとする。 

 

（貸 与 ） 

第 17 条  区 分 所 有 者 は、その専 有 部 分 を第 三 者 に貸 与 する場 合 には、本

規 約 等 に定 める事 項 をその第 三 者 に遵 守 させなければならない。 

２ 前 項 の場 合 において、区 分 所 有 者 は、その貸 与 に係 る契 約 に本 規 約 等

に定 める事 項 を遵 守 する旨 の条 項 を定 めるとともに、契 約 の相 手 方 に本 規

約 等 に定 める事 項 を遵 守 する旨 を規 則 に定 める書 式 に従 って管 理 組 合 に

提 出 させなければならない。 



 

13 
 

 

 

第 ２節 ：敷 地 及 び共 用 部 分 等  

 

（用 法 ） 

第 18 条  区 分 所 有 者 は、敷 地 及 び共 用 部 分 等 をそれぞれの通 常 の用 法

に従 って使 用 しなければならない。 

 

（専 有 部 分 と一 体 となった共 用 部 分 の専 用 使 用 権 ） 

第 19 条  区 分 所 有 者 は、専 有 部 分 と一 体 となった窓 枠 ､窓 ガラス､出 入 口

等 の共 用 部 分 について、当 該 専 有 部 分 の区 分 所 有 者 に無 償 で専 用 使 用

権 を設 定 するものとする。 

２ 前 項 の専 用 使 用 部 分 の管 理 のうち、通 常 の使 用 に伴 うものについては、

専 用 使 用 権 を有 する区 分 所 有 者 がその責 任 と負 担 においてこれを行 わなけ

ればならない。 

３ 区 分 所 有 者 から専 有 部 分 の貸 与 を受 けた者 は、その区 分 所 有 者 が専 用

使 用 権 を有 している第 １項 の専 用 使 用 部 分 を使 用 することができる。 

 

（特 定 部 分 の専 用 使 用 権 ） 

第 20 条  区 分 所 有 者 は、対 象 物 件 のうち、別 表 ４及 び別 図 ３に掲 げる敷 地

並 びに共 用 部 分 等 の一 部 について、同 表 に掲 げる用 途 を内 容 とする専 用

使 用 権 を設 定 することを承 認 する。 

２ 前 項 に掲 げる専 用 使 用 部 分 のうち、専 用 使 用 料 が有 償 となっている部 分

について専 用 使 用 権 を有 している者 は、規 則 で定 めるところにより、管 理 組

合 に専 用 使 用 料 を納 入 しなければならない。 

３ 区 分 所 有 者 が専 有 部 分 を貸 与 する場 合 において、その区 分 所 有 者 が専

用 使 用 権 を有 している場 合 には第 １項 に掲 げる専 用 使 用 部 分 を専 有 部 分 と

ともに貸 与 することができる。貸 与 を受 けた者 が転 貸 する場 合 も同 様 とする。 

４ 専 用 使 用 権 は、原 則 として譲 渡 することができない。ただし、別 表 ４.１.８に

示 す密 接 不 可 分 な床 を譲 渡 する場 合 には、これに附 随 して、当 該 専 用 使 用
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権 を譲 渡 することができる。 

                                   

（第 三 者 の使 用 ） 

第 21 条  区 分 所 有 者 は、理 事 長 が理 事 会 の承 認 を得 て、対 象 物 件 の管

理 の執 行 上 又 は機 能 維 持 に必 要 な施 設 等 のため、敷 地 及 び共 用 部 分 等

の一 部 を第 三 者 に使 用 させることを承 認 する。 

 

（一 時 使 用 等 ） 

第 22 条  区 分 所 有 者 は、次 の各 号 の一 に該 当 する場 合 には、理 事 長 が規

則 で定 めるところにより、敷 地 及 び共 用 部 分 等 の一 部 を区 分 所 有 者 又 は第

三 者 に一 時 使 用 等 をさせることを承 認 する。 

一  使 用 期 間 が短 期 であること 

二  使 用 方 法 が敷 地 及 び共 用 部 分 等 並 びに他 の区 分 所 有 者 の専 有 部 分

 及 び専 用 使 用 部 分 への影 響 が少 ないものであること 

三  その他 理 事 会 の承 認 を受 けたものであること 

 

（対 象 物 件 の用 法 についての使 用 規 則 ） 

第 23 条  本 規 約 に定 めるもののほか、対 象 物 件 の用 法 に関 する必 要 な事

項 は、規 則 又 は細 則 で定 めるものとする。 
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第 ５章 ：管 理  

 

第 １節 ：総 則  

 

（区 分 所 有 者 の責 務 ） 

第 24 条  区 分 所 有 者 は、対 象 物 件 について、その価 値 及 び機 能 の維 持 増

進 を図 るため、常 に適 正 な管 理 を行 うよう努 めなければならない。 

 

（専 有 部 分 の管 理 に関 する責 任 と負 担 ） 

第 25 条  専 有 部 分 の管 理 については、当 該 専 有 部 分 を所 有 する区 分 所

有 者 が、自 己 の責 任 と負 担 において、保 安 、安 全 、点 検 、調 整 、清 掃 、消

毒 、ゴミ処 理 、修 繕 その他 の管 理 を行 わなければならない。 

２ 専 有 部 分 における防 災 ・防 火 機 器 その他 災 害 防 止 のための機 器 等 につ

いては、管 理 組 合 が点 検 し、必 要 に応 じ、管 理 費 から費 用 を支 出 して補 修 、

取 替 等 ができるものとする。 

３ 前 項 の場 合 において、管 理 組 合 は当 該 区 分 所 有 者 より、要 した費 用 を

徴 収 するものとする。 

 

（専 有 部 分 に関 する工 事 ） 

第 26 条  区 分 所 有 者 は、その専 有 部 分 の内 部 造 作 並 びに電 気 、給 排 水

衛 生 、空 気 調 和 及 びガス等 の設 備 の工 事 を行 う場 合 には、規 則 で定 めると

ころにより管 理 組 合 に届 け出 なければならない。 

２ 前 項 の場 合 において、管 理 組 合 は、工 事 の内 容 が共 用 部 分 若 しくは他

の専 有 部 分 に影 響 を及 ぼすおそれがあると認 められる場 合 又 は他 の区 分 所

有 者 の共 同 の利 益 に反 すると認 められる場 合 には、その是 正 等 のため必 要

な措 置 を講 ずることができる。 

３ 前 二 項 の規 定 は、占 有 者 が工 事 等 を行 う場 合 に準 用 する。 

４ 前 三 項 に定 めるもののほか、工 事 の実 施 に関 する必 要 な事 項 は、規 則

又 は細 則 で定 めるものとする。 
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（敷 地 及 び共 用 部 分 等 の管 理 に関 する責 任 と負 担 ） 

第 27 条  敷 地 及 び共 用 部 分 等 の管 理 については、管 理 組 合 がその責 任 と

負 担 においてこれを行 うものとする。 

２ 前 項 の規 定 にかかわらず、第 19 条 及 び第 20 条 に定 める専 用 使 用 部 分

の保 存 行 為 （区 分 所 有 法 第 18 条 第 1 項 ただし書 の「保 存 行 為 」をいう。以

下 同 じ。）のうち、通 常 の使 用 に伴 うものについては、専 用 使 用 権 を有 する者

がその責 任 と負 担 においてこれを行 わなければならない。 

３  専 用 使 用 権 を有 するものが、前 項 の保 存 行 為 を行 うにあたっては、外 観

や形 状 等 の変 更 若 しくは許 可 無 く工 作 物 の設 置 等 をしてはならない。 

４ 共 用 部 分 等 に設 置 した専 有 物 件 の管 理 は、当 該 専 有 物 件 の所 有 者 が、

その責 任 と負 担 においてこれを行 わなければならない。 

５  専 有 部 分 である設 備 のうち共 用 部 分 と構 造 上 一 体 となった部 分 の管 理

を共 用 部 分 の管 理 と一 体 として行 う必 要 があるときは、総 会 の決 議 を経 て、

管 理 組 合 がこれを行 うことができる。 

６ 区 分 所 有 者 等 、その店 舗 勤 務 者 又 は専 有 部 分 の貸 与 を受 けた者 、その

店 舗 勤 務 者 （以 下 「区 分 所 有 者 等 」という）は、自 己 の責 に帰 すべき事 由 に

より共 用 部 分 等 を損 傷 したときは、その補 修 費 用 を負 担 しなければならない。 

７  避 難 階 段 等 緊 急 の必 要 のある共 用 部 分 に物 の設 置 等 が行 われた場 合

には管 理 組 合 は自 己 の判 断 でこれらの物 を廃 棄 することができる。これによっ

て損 害 が生 じた場 合 、物 の所 有 者 は裁 判 上 の請 求 を行 う権 利 を放 棄 するこ

とに同 意 したものとする。 

 

（必 要 箇 所 への立 入 り等 ） 

第 28 条  前 条 の規 定 により管 理 を行 う者 は、管 理 を行 うために必 要 な範 囲

内 において、他 の者 が管 理 する専 有 部 分 又 は専 用 使 用 部 分 への立 入 り又

は自 らこれに保 存 行 為 を実 施 することを請 求 することができる。 

２ 前 項 の規 定 により立 入 り又 は保 存 行 為 の実 施 を請 求 された者 は、正 当 な

理 由 がなければ、これを拒 否 してはならない。 

３ 前 項 の場 合 において、正 当 な理 由 なく立 入 り又 は保 存 行 為 の実 施 を拒

否 した者 は、その結 果 生 じた損 害 を賠 償 しなければならない。 
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４ 第 １項 の規 定 に基 づき立 入 りをした者 は、事 後 速 やかに立 入 りをした箇

所 を原 状 に復 さなければならない。 

５ 第 １項 の規 定 にかかわらず、理 事 長 は、災 害 、事 故 等 が発 生 した場 合 で

あって、近 況 に他 の者 が管 理 する専 有 部 分 又 は専 用 使 用 部 分 への立 ち入

り又 は保 存 行 為 の 実 施 をしなければ、共 用 部 分 等 又 は 他 の専 有 部 分 に対

して物 理 的 に又 は機 能 上 重 大 な影 響 を与 えるおそれがあるときは、その専 有

部 分 又 は専 用 使 用 部 分 に立 入 り又 は保 存 行 為 を実 施 することができる。な

お、理 事 長 は、委 任 した者 にこれを行 わせることができる。この場 合 、立 入 り

をした者 は、事 後 速 やかに当 該 専 有 部 分 の区 分 所 有 者 等 又 は専 用 使 用 部

分 の専 用 使 用 権 を有 する者 に経 過 を報 告 しなければならない。 

 

（損 害 保 険 ） 

第 29 条  区 分 所 有 者 は、共 用 部 分 等 に関 し、管 理 組 合 が火 災 保 険 その

他 の損 害 保 険 （以 下 「損 害 保 険 」という。）の契 約 を締 結 することを承 認 す

る。 

２ 理 事 長 は、前 項 の契 約 に基 づく保 険 金 額 の請 求 及 び受 領 を行 う。 

３ 管 理 組 合 は、前 項 の規 定 により受 領 した保 険 金 を事 故 により損 害 を生 じ

た共 用 部 分 等 の修 復 に要 する費 用 に充 当 するものとする。 

４ 専 有 部 分 に係 る損 害 保 険 の契 約 は、各 専 有 部 分 の区 分 所 有 者 が自 己

の責 任 と負 担 において行 うものとする。 

 

第 ２節 ：費 用 の負 担  

 

（管 理 費 等 ） 

第 30 条  区 分 所 有 者 は、敷 地 及 び共 用 部 分 等 の管 理 に要 する経 費 に充

てるため、次 の各 号 に掲 げる費 用 （以 下 「管 理 費 等 」という。）を負 担 しなけれ

ばならない。 

一  管 理 費  

二  修 繕 積 立 金  

２ 各 区 分 所 有 者 は、その所 有 する専 有 部 分 の用 途 区 分 に応 じて、一 号 に
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ついては別 表 ７に掲 げるところにより、それぞれ負 担 すべき管 理 費 等 を管 理

組 合 に納 入 しなければならない。 

３ 管 理 費 等 の負 担 額 の算 定 等 については、規 則 で定 める。 

 

（個 別 負 担 金 ） 

第 31 条  専 有 部 分 に係 る費 用 のうち、水 道 光 熱 費 等 管 理 組 合 が一 括 受

給 し、区 分 所 有 者 に供 給 するものについては、その区 分 所 有 者 は、管 理 組

合 が算 定 した費 用 （以 下 「個 別 負 担 金 」という。）を管 理 組 合 に納 入 しなけれ

ばならない｡ 

なお、専 有 部 分 につき管 理 組 合 に管 理 を委 任 された部 分 についても同 様 と

する。 

 

（承 継 人 に対 する債 権 の行 使 ） 

第 32 条  管 理 組 合 が管 理 費 等 について有 する債 権 は、区 分 所 有 者 の包

括 承 継 人 及 び特 定 承 継 人 に対 しても行 うことができる。 

 

（代 理 納 入 ） 

第 33 条  第 30 条 及 び第 31 条 の規 定 にかかわらず、管 理 組 合 の承 認 を得

た場 合 は、区 分 所 有 者 から委 任 を受 けた者 （以 下 「代 理 納 入 者 」という。）が、

個 別 負 担 金 及 び管 理 費 等 を納 入 することができるものとする。この場 合 にお

いても、区 分 所 有 者 は、当 該 個 別 負 担 金 及 び管 理 費 等 について管 理 組 合

に納 入 する義 務 を負 うものとする。 

 

（管 理 費 ） 

第 34 条  管 理 費 は、次 の各 号 に掲 げる通 常 の管 理 に要 する経 費 に充 当 す

る。 

一  管 理 員 人 件 費  

二  公 租 公 課  

三  共 用 設 備 の保 守 維 持 費 及 び運 転 費  

四  経 常 的 な補 修 費  
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五  清 掃 費 、消 毒 費 及 び塵 芥 処 理 費  

六  備 品 費 、通 信 費 その他 の事 務 費  

七  警 備 費 その他 の管 理 業 務 委 託 費  

八  管 理 組 合 の運 営 に要 する費 用  

九  損 害 保 険 料  

十  その他 敷 地 及 び共 用 部 分 等 の通 常 の管 理 に要 する費 用  

 

（使 用 料 等 ） 

第 35 条  専 用 使 用 料 その他 敷 地 及 び共 用 部 分 等 に係 る使 用 料 収 入 は、

管 理 費 に充 てるほか、修 繕 積 立 金 として積 み立 てる。 
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第 ６章 ：管 理 組 合  

 

第 １節 ：管 理 組 合 の法 的 性 質  

 

（管 理 組 合 の法 的 性 質 ） 

第 36 条  管 理 組 合 は、区 分 所 有 法 第 47 条 に定 める法 人 格 を有 し、権 利

義 務 の直 接 の帰 属 主 体 となり、また、民 事 訴 訟 法 第 28 条 に定 める当 事 者

能 力 及 び訴 訟 能 力 を有 する。 

 

第 ２節 ：組 合 員  

 

（組 合 員 の資 格 の得 喪 ） 

第 37 条  組 合 員 の資 格 は、区 分 所 有 者 となったときに取 得 し、区 分 所 有 者

でなくなったときに喪 失 する。 

２  専 有 部 分 が複 数 の共 有 に属 することとなったときは、共 有 者 全 員 で一 つ

の組 合 員 資 格 を取 得 するものとする。 

 

（組 合 員 の資 格 得 喪 の届 出 義 務 ） 

第 38 条  新 たに組 合 員 の資 格 を取 得 し又 は喪 失 した者 は、直 ちにその旨

を規 則 に定 める書 面 により理 事 長 に届 け出 なければならない。 

 

（共 有 床 の代 表 者 の選 任 届 ） 

第 39 条  専 有 部 分 が第 3７条 第 ２項 の共 有 に属 する場 合 においては､代 表

者 （以 下 ｢共 有 床 の代 表 者 ｣という。）一 人 を定 めて、規 則 で定 める書 面 によ

り理 事 長 に届 け出 なければならない。共 有 床 の代 表 者 を変 更 する場 合 も同

様 とする。 

 

 

第 ３節 ：管 理 組 合 の業 務  
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（管 理 組 合 の業 務 ） 

第 40 条  管 理 組 合 は、次 の各 号 に掲 げる業 務 を行 う。 

一  敷 地 の維 持 保 全  

二  共 用 部 分 等 の清 掃 、塵 芥 処 理 、衛 生 管 理 、植 栽 管 理  

三  共 用 部 分 等 の 電 気 、給 排 水 、空 調 、防 災 等 の 設 備 の 維 持 、運 転 、

操 作 、保 守 、点 検 等 の業 務  

四  共 用 部 分 等 に係 る防 犯 、防 災 に関 する業 務  

五  共 用 部 分 等 の修 繕 、経 常 的 な補 修 、部 品 交 換 などの保 全 管 理  

六  長 期 修 繕 計 画 の作 成 又 は変 更 に関 する業 務  

七  専 用 使 用 部 分 について、管 理 組 合 が管 理 することが適 当 で あると認

められる管 理 業 務  

八  専 有 部 分 について、各 区 分 所 有 者 より委 任 された業 務  

九  共 用 部 分 に係 る官 公 庁 、町 内 会 等 との渉 外 業 務  

十  共 用 部 分 （専 用 使 用 部 分 を除 く。）の使 用 承 認 及 び関 連 事 務  

十 一  共 用 部 分 の不 法 占 拠 、その他 有 害 行 為 に対 する措 置  

十 二  共 用 部 分 の運 営  

十 三  総 会 及 び理 事 会 の運 営 並 びに議 事 録 作 成 に関 する業 務  

十 四  総 会 及 び理 事 会 の議 事 録 並 びに規 約 原 本 の保 管 、閲 覧 に関 する業    

務  

十 五  管 理 費 等 及 び使 用 料 の徴 収 、保 管 、運 用 、支 出 等 に関 する会 計 業

務  

十 六  管 理 組 合 の事 業 報 告 及 び収 支 決 算 並 びに事 業 計 画 及 び予 算 に関

する業 務  

十 七  管 理 組 合 の広 報 及 び連 絡 業 務  

十 八  共 用 部 分 等 及 び区 分 所 有 者 の委 託 を 受 けた専 有 部 分 に係 る損 害

保 険 の契 約 の締 結 、保 険 金 の請 求 及 び受 け取 り業 務  

十 九  共 用 部 分 等 の新 設 、改 造 、改 良 又 は除 去 に関 する業 務  

二 十  電 力 の供 給 に関 する業 務  

二 十 一 役 員 の選 任 及 び解 任  

二 十 二 管 理 組 合 の取 扱 い金 融 機 関 の選 定 及 び変 更  
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二 十 三  管 理 組 合 の業 務 委 託 契 約 の締 結 及 び当 該 契 約 に係 る業 務 の監 督  

二 十 四  管 理 組 合 で決 議 された事 項 の処 理  

二 十 五  前 各 号 に規 定 するもののほか、管 理 組 合 の組 織 及 び運 営 に関 する

事 項  

 

（業 務 の委 託 等 ） 

第 41 条  管 理 組 合 は、前 条 に定 める業 務 の全 部 又 は一 部 を管 理 組 合 が

選 定 する管 理 会 社 に委 託 するものとする。 

 

（免 責 事 項 ） 

第 42 条  管 理 会 社 は、天 災 地 変 その他 自 己 の責 に帰 すことができない事

由 により、区 分 所 有 者 又 は占 有 者 の受 けた損 害 については、その責 を負 わ

ない。 

 

（規 則 等 への委 任 ） 

第 43 条  規 約 第 40 条 に規 定 する管 理 組 合 の業 務 に関 する事 項 の詳 細 に

ついては、規 則 等 に定 めるものとする。 

 

  

第 ４節 ：役 員  

 

（役 員 の種 類 等 ） 

第 44 条  管 理 組 合 に、次 の役 員 を置 く。 

一  理 事 長  

二  副 理 事 長  〇名  

三  会 計 担 当 理 事  〇名  

四  理 事 （理 事 長 、副 理 事 長 、会 計 担 当 理 事 を含 む。以 下 同 じ。） 〇名  

五  監 事  〇名  

２ 監 事 は理 事 を兼 ねることはできない。 

３ 監 事 は、管 理 組 合 と取 引 をすることができない。ただし、総 会 の承 認 を得
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た場 合 には、この限 りでない。 

 

（役 員 の選 任 ） 

第 45 条  理 事 及 び監 事 は、総 会 の決 議 によって組 合 員 のうちから選 任 し又

は解 任 する。 

２ 理 事 長 、副 理 事 長 及 び会 計 担 当 理 事 は、理 事 会 の決 議 によって、理 事

のうちから選 任 し、又 は解 任 する。 

 

（役 員 の任 期 等 ） 

第 46 条  役 員 の任 期 は、４月 １日 から翌 々年 ３月 ３１日 までの２年 間 とする。

ただし、再 任 を妨 げない。 

２ 補 欠 の役 員 の任 期 は、前 任 者 の残 任 期 間 とする。 

３ 役 員 は、辞 任 しようとするときは、理 事 会 の承 認 を得 なければならない。 

４ 任 期 の満 了 又 は辞 任 によって退 任 する役 員 は、後 任 の役 員 が就 任 する

までの間 引 き続 きその職 務 を行 う。 

５ 役 員 が組 合 員 でなくなった場 合 には、その役 員 はその地 位 を失 う。 

 

（役 員 の誠 実 義 務 等 ） 

第 47 条  役 員 は、法 令 、規 約 等 及 び総 会 等 の決 議 に従 い、組 合 員 のた

め、誠 実 にその職 務 を遂 行 するものとする。 

２ 役 員 の職 務 に対 する報 酬 は無 償 とする。ただし、総 会 の承 認 を得 た場 合

は、この限 りでない。 

３ 前 項 の規 定 にかかわらず、役 員 は、旅 費 その他 役 員 としての活 動 に相 応

する必 要 経 費 の支 払 いを受 けることができる。 

 

（理 事 長 ） 

第 48 条  理 事 長 は、管 理 組 合 を代 表 し、その業 務 を統 括 するほか、次 の各

号 に掲 げる業 務 を遂 行 する。 

一  規 約 等 又 は総 会 等 の決 議 により、理 事 長 の職 務 として定 められた事 項  

二  理 事 会 の承 認 を得 て、職 員 を採 用 し、又 は解 雇 すること。 
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２ 理 事 長 は、通 常 総 会 において、組 合 員 に対 し、前 会 計 年 度 における管

理 組 合 の業 務 の執 行 に関 する報 告 をしなければならない。 

３ 理 事 長 は、理 事 会 の承 認 を受 けて、他 の理 事 に、その職 務 の一 部 を委

任 することができる。 

４ 理 事 長 印 は、理 事 会 の決 定 により、これを定 めるものとし、理 事 長 が保 管

するものとする。 

     

（理 事 ） 

第 49 条  理 事 は、理 事 会 を構 成 し、理 事 会 の定 めるところに従 い、管 理 組

合 の業 務 を担 当 する。 

２ 理 事 は、理 事 長 を補 佐 する。 

 

（監 事 ） 

第 50 条  監 事 は、管 理 組 合 の業 務 の執 行 及 び財 産 の状 況 を監 査 し、その

結 果 を総 会 に報 告 しなければならない。 

２ 監 事 は、管 理 組 合 の業 務 の執 行 及 び財 産 の状 況 について不 正 があると

認 めるときは、臨 時 総 会 を招 集 することができる。 

３  前 項 の規 定 により招 集 された臨 時 総 会 においては、第 53 条 第 ５項 の規

定 にかかわらず、議 長 は、臨 時 総 会 を招 集 した監 事 が務 めるものとする。 

４ 監 事 は、理 事 会 に出 席 して意 見 を述 べることができる。ただし、決 議 に加

わることはできない。 

 

第 ５節 ：総 会  

 

（総 会 ） 

第 51 条  管 理 組 合 の総 会 は、組 合 員 全 員 で組 織 する。 

２ 総 会 は通 常 総 会 及 び臨 時 総 会 とし、区 分 所 有 法 に定 める集 会 とする｡ 

３ 理 事 長 は、通 常 総 会 を、毎 年 一 回 新 会 計 年 度 開 始 以 後 二 箇 月 以 内 に

招 集 しなければならない。 

４ 理 事 長 は、必 要 と認 める場 合 においては、何 時 でも臨 時 総 会 を招 集 する
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ことができる。 

５ 総 会 の議 長 は、理 事 長 が務 める。 

 

（招 集 手 続 ） 

第 52 条  総 会 を招 集 するには、少 なくとも会 議 を開 く日 の二 週 間 前 までに、

会 議 の日 時 、場 所 及 び目 的 を示 して、組 合 員 に通 知 を発 しなければならな

い。 

２ 専 有 部 分 が複 数 の共 有 に属 するときは、前 項 の通 知 は、第 41 条 の共 有

床 の代 表 者 に発 する。 

３ 第 １項 の通 知 は、組 合 員 が管 理 組 合 に対 し届 出 をした宛 先 に発 するもの

とする。ただし、その届 出 のない組 合 員 に対 しては、対 象 物 件 内 の専 有 部 分

の所 在 地 宛 に発 するものとする。 

４ 第 １項 の通 知 をする場 合 において、会 議 の目 的 が第 59 条 第 ３項 第 一

号 、第 二 号 若 しくは第 四 号 に掲 げる事 項 の決 議 又 は同 条 第 ４項 の建 替 え

決 議 であるときは、その議 案 の要 領 をも通 知 しなければならない。 

５ 第 １項 の規 定 にかかわらず、緊 急 を要 する場 合 においては、理 事 長 は、

理 事 会 の承 認 を得 て、五 日 間 を下 回 らない範 囲 において、第 １項 の期 間 を

短 縮 することができる。 

６ 第 52 条 第 ２項 の規 定 に基 づき監 事 が臨 時 総 会 を招 集 する場 合 におい

て、緊 急 を要 するときは、監 事 は、五 日 間 を下 回 らない範 囲 において、第 １

項 の期 間 を短 縮 することができる。 

 

（組 合 員 の総 会 招 集 権 ） 

第 53 条  組 合 員 が組 合 員 総 数 の五 分 の一 以 上 及 び第 57 条 第 １項 に定

める議 決 権 総 数 の五 分 の一 以 上 にあたる組 合 員 の同 意 を得 て、会 議 の目

的 を示 して総 会 の招 集 を請 求 した場 合 において、理 事 長 は、二 週 間 以 内 に

その請 求 があった日 から四 週 間 以 内 の日 を会 日 とする臨 時 総 会 の招 集 の

通 知 を発 しなければならない。 

２ 理 事 長 が前 項 の通 知 を発 しない場 合 には、前 項 の請 求 をした組 合 員

は、臨 時 総 会 を招 集 することができる。 
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３ 前 二 項 の規 定 に基 づき招 集 された臨 時 総 会 における議 長 は、第 53 条

第 ５項 の規 定 にかかわらず、総 会 に出 席 した組 合 員 （書 面 又 は代 理 人 によ

って議 決 権 を行 使 する者 を含 む。）の議 決 権 の過 半 数 をもって、組 合 員 のう

ちから選 任 する。 

 

（出 席 資 格 ） 

第 54 条  組 合 員 のほか、理 事 会 が必 要 と認 めた者 は、総 会 に出 席 すること

ができる。 

２ 区 分 所 有 者 の承 諾 を得 て専 有 部 分 を占 有 する者 は、会 議 の目 的 につき

利 害 関 係 を有 する場 合 には、総 会 に出 席 して意 見 を述 べることができる。こ

の場 合 において、総 会 に出 席 して意 見 を述 べようとする者 は、あらかじめ理

事 長 にその旨 を通 知 しなければならない。 

 

（議 決 権 ） 

第 55 条  各 組 合 員 の議 決 権 は、別 表 ９に掲 げるとおりとする。 

２ 組 合 員 は、議 決 権 を分 割 して行 使 してはならない。 

３  専 有 部 分 が複 数 の共 有 に属 する場 合 のこれらの者 の議 決 権 の行 使 に

ついては、第 41 条 に規 定 する共 有 床 の代 表 者 がこれを行 使 する。 

４  議 決 権 は、書 面 又 は代 理 人 によって行 使 することができる。 

５ 組 合 員 が代 理 人 により議 決 権 を行 使 しようとする場 合 において、その代

理 人 は、成 年 に達 した者 で次 の各 号 の一 に該 当 する者 でなければならな

い。 

一  他 の組 合 員  

二  組 合 員 の専 有 部 分 を貸 与 された者  

三  組 合 員 が法 人 の場 合 においては、その役 員 若 しくは従 業 員 又 は職 員  

四  国 内 管 理 人  

６ 代 理 人 により議 決 権 を行 使 しようとする場 合 において、組 合 員 又 は代 理

人 は、代 理 権 を証 する書 面 を理 事 長 に提 出 しなければならない。 

７ 専 有 部 分 を新 たに区 分 又 は合 併 した場 合 の議 決 権 は、第 13 条 の規 定

に基 づき求 められた区 分 又 は合 併 後 の共 有 持 分 に基 づいて求 めるものとす
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る。 

８ 所 有 者 不 明 専 有 部 分 管 理 人 は、組 合 員 に代 わって議 決 権 を行 使 するこ

とができる。その場 合 において、所 有 者 不 明  専 有 部 分 管 理 人 は、その資 格

を有 することを証 する書 面 の 写 しを理 事 長 に提 出 しなければならない。 

９ 議 決 権 の行 使 は、第 ４項 の書 面 による議 決 権 の行 使 方 法 に代 えて、電

磁 的 方 法 によって議 決 権 を行 使 することができる。 

10 組 合 員 又 は代 理 人 は、第 ６項 の書 面 の提 出 に代 えて、電 磁 的 方 法 によ

って提 出 することができる。 

11 所 有 者 不 明 専 有 部 分 管 理 人 は、第 ７項 の書 面 の提 出 に代 えて、電 磁

的 方 法 によって提 出 することができる。 

 

（議 決 事 項 ） 

第 56 条  次 の各 号 に掲 げる事 項 については、総 会 の決 議 を経 なければなら

ない。 

一  収 支 決 算 及 び事 業 報 告  

二  収 支 予 算 及 び事 業 計 画  

三  規 約 並 びに規 則 の設 定 ・変 更 及 び廃 止  

四  敷 地 及 び共 用 部 分 等 の変 更 又 は処 分  

五  共 用 部 分 等 に係 る損 害 保 険 契 約  

六  共 用 部 分 等 の管 理 の実 施 並 びにそれに充 てるための資 金 の借 り入 れ

及 び修 繕 積 立 金 の取 り崩 し 

七  区 分 所 有 法 第 57 条 第 ２項 （同 条 第 ４項 において準 用 する場 合 を含

む。）、第 58 条 第 １項 、第 59 条 第 １項 又 は第 60 条 第 １項 の訴 えの提 起 並

びにこれらの訴 えを提 起 すべき者 の選 任  

八  建 物 の一 部 が滅 失 した場 合 の滅 失 した共 用 部 分 の復 旧  

九   区 分 所 有 法 第 62 条 第 １項 の場 合 の建 替 え 

十   役 員 の選 任 及 び解 任  

十 一  その他 管 理 組 合 の業 務 に関 する重 要 事 項  

 

（総 会 の会 議 及 び議 事 ） 
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第 57 条  総 会 の会 議 （WEB 会 議 システム等 を用 いて開 催 する会 議 を含

む。）は、第 55 条 第 １項 に定 める議 決 権 総 数 の過 半 数 を有 する組 合 員 が出

席 しなければならない。 

２ 総 会 の議 事 は、出 席 組 合 員 の議 決 権 の過 半 数 で決 する。 

３ 次 の各 号 に掲 げる事 項 に関 する総 会 の議 事 は、前 ２項 の規 定 にかかわら

ず、組 合 員 総 数 及 び議 決 権 総 数 の各 過 半 数 を有 する組 合 員 の出 席 を要 し、

出 席 組 合 員 及 びその議 決 権 の各 四 分 の三 以 上 で決 する。 

一  規 約 の変 更  

二  敷 地 及 び共 用 部 分 等 の変 更 （形 状 又 は効 用 の著 しい変 更 を伴 わない

ものを除 く。）並 びにこれに伴 って必 要 となる専 有 部 分 の管 理  

三  区 分 所 有 法 第 58 条 第 １項 、第 59 条 第 １項 又 は第 60 条 第 １項 の訴 え

の提 起  

四  その他 総 会 において本 項 の方 法 により決 議 することとした事 項  

４ 次 の各 号 に掲 げる事 項 に関 する総 会 の議 事 は、前 ３項 にかかわらず、組

合 員 総 数 及 び議 決 権 総 数 の各 過 半 数 を有 する組 合 員 の出 席 を要 し、出 席

組 合 員 及 びその議 決 権 の各 三 分 の二 以 上 で決 する。 

一  敷 地 及 び共 用 部 分 等 の変 更 並 びにこれに伴 って必 要 となる専 有 部 分 の

管 理 のうち、次 に掲 げるもの  

イ 敷 地 及 び共 用 部 分 等 の設 置 又 は保 存 に瑕 疵 があることによって他 人

の  権 利 又 は法 律 上 保 護 される利 益 が侵 害 され、又 は侵 害 されるおそれが

  ある場 合 におけるその瑕 疵 の除 去 に関 して必 要 となるもの 

ロ 高 齢 者 、障 害 者 等 の移 動 又 は施 設 の利 用 に係 る身 体 の負 担 を軽 減

する  ことにより、その移 動 又 は施 設 の利 用 上 の利 便 性 及 び安 全 性 を向 上

させるために必 要 となるもの  

二  建 物 の価 格 の２分 の１を超 える部 分 が滅 失 した場 合 の 滅 失 した共 用

部 分 の復 旧  

５ 建 物 の再 生 等 に係 る決 議 のうち、建 替 え決 議 、建 物 更 新 決 議 又 は取 壊

し決 議 は、本 条 第 ２項 の規 定 にかかわらず、組 合 員 総 数 及 び議 決 権 総 数 の

各 五 分 の四 以 上 で行 う。ただし、建 物 再 生 等 を必 要 とする理 由 が、区 分 所

有 法 第  62 条 第 ２項 各 号 に 掲 げるいずれかの 事 由 に該 当 す る場 合 は、組
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合 員 総 数 及 び議 決 権 総 数 の各 四 分 の三 以 上 で行 う。 

６  建 物 再 生 等 に 係 る決 議 のうち、建 物 敷 地 売 却 決 議 又 は建 物 取 壊 し 敷

地 売 却 決 議 は 、第 ２項 にかか わらず、組 合 員 総 数 、議 決 権 総 数 及 び敷 地

利 用 権 の持 分 の価 格 の各 五 分 の四 以 上 で 行 う。ただし、建 物 再 生 等 を必

要 とする理 由 が、区 分 所 有 法 第 62 条 第 ２項 各 号 に掲 げるいずれかの事 由

に 該 当 す る場 合 は 、 組 合 員 総 数 、 議 決 権 総 数 及 び 敷 地 利 用 権 の 持 分 の

価 格 の各 四  分 の三 以 上 で行 う。 

７ 前 ６項 の場 合 において、書 面 、電 磁 的 方 法 又 は代 理 人 によって議 決 権

を行 使 した場 合 は、書 面 、電 磁 的 方 法 又 は代 理 人 によって議 決 権 を行 使 し

た組 合 員 の数 は出 席 した組 合 員 の数 に、当 該 議 決 権 の数 は出 席 した組 合

員 の議 決 権 の数 に、それぞれ算 入 する。 

８ 所 有 者 不 明 専 有 部 分 管 理 人 が組 合 員 に代 わって議 決 権 を行 使 した場

合 は、所 有 者 不 明 専 有 部 分 管 理 人 の数 は組 合 員 の数 に、当 該 議 決 権 の

数 は組 合 員 の議 決 権 の数 に、それぞれ算 入 する。所 有 者 不 明 専 有 部 分 管

理 人 が書 面 又 は電 磁 的 方 法 によって議 決 権 を行 使 した場 合 も同 様 とする。 

９ 第 ３項 第 一 号 において、規 約 の変 更 が一 部 の組 合 員 の権 利 に特 別 の影

響 を及 ぼすべきときは、その承 諾 を得 なければならない。この場 合 において、

その組 合 員 は正 当 な理 由 がなければこれを拒 否 してはならない。 

10 第 ３項 第 一 号 において、一 部 共 用 部 分 に関 する事 項 で組 合 員 全 員 の

利 害 に関 係 しないものについての規 約 の変 更 は、当 該 一 部 共 用 部 分 を共

用 すべき組 合 員 の４分 の１を超 える者 又 はその議 決 権 の４分 の１を超 える議

決 権 を有 する者 が反 対 したときは、することができない。 

11 第 ３項 第 二 号 及 び第 ４項 第 一 号 において、敷 地 及 び共 用 部 分 等 の変

更 が、専 有 部 分 又 は専 用 使 用 部 分 の使 用 に特 別 の影 響 を及 ぼすべきとき

は、その専 有 部 分 を所 有 する組 合 員 又 はその専 用 使 用 部 分 の使 用 を認 め

られている者 の承 諾 を得 なければならない。この場 合 において、その組 合 員

又 は専 用 使 用 部 分 の使 用 を認 められている者 は正 当 な理 由 がなければこれ

を拒 否 してはならない。 

12 第 ３項 第 三 号 に掲 げる事 項 の決 議 を行 うには、あらかじめ当 該 組 合 員

又 は占 有 者 に対 し、弁 明 する機 会 を与 えなければならない。 
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13 総 会 においては、第 52 条 第 １項 の規 定 によりあらかじめ通 知 した事 項 に

ついてのみ、決 議 することができる。 

 

（議 事 録 の作 成 、保 管 等 ） 

第 58 条  総 会 の議 事 については､議 長 は､議 事 録 を作 成 しなければならな

い。 

２ 議 事 録 には、議 事 の経 過 の要 領 及 びその結 果 を記 載 し、議 長 及 び議 長

の指 名 する２名 の総 会 に出 席 した組 合 員 がこれに署 名 押 印 しなければなら

ない。 

３ 理 事 長 は、議 事 録 及 び前 条 の書 面 を保 管 し、組 合 員 又 は利 害 関 係 人

の書 面 による請 求 があったときは、これらを閲 覧 させなければならない。この場

合 において、閲 覧 につき、相 当 の日 時 、場 所 等 を指 定 することができる。 

４ 理 事 長 は、規 則 で定 める掲 示 場 所 に、議 事 録 及 び前 条 の書 面 の保 管

場 所 を掲 示 しなければならない。 

 

（書 面 による決 議 ） 

第 59 条  規 約 により総 会 において決 議 をすべき場 合 において、組 合 員 全 員

の承 諾 があるときは、書 面 又 は電 磁 的 方 法 による決 議 をすることができる。 

２ 規 約 により総 会 において決 議 すべきものとされた事 項 については、総 会 を

組 織 する組 合 員 全 員 の書 面 又 は電 磁 的 方 法 による合 意 があったときは、総

会 の決 議 があったものとみなす。 

３ 規 約 により総 会 において決 議 すべきものとされた事 項 についての書 面 又

は電 磁 的 方 法 による決 議 は、総 会 の決 議 と同 一 の効 力 を有 する。 

４ 前 条 第 ３項 及 び第 ４項 の規 定 は、書 面 又 は電 磁 的 方 法 による決 議 に係

る書 面 並 びに電 磁 的 方 法 が行 われる場 合 に当 該 電 磁 的 方 法 により作 成 さ

れる電 磁 的 記 録 について準 用 する。 

５ 総 会 に関 する規 定 は、書 面 又 は電 磁 的 方 法 による決 議 について準 用 す

る。 
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第 ６節 ：理 事 会  

 

（理 事 会 ） 

第 60 条  理 事 会 は、理 事 をもって構 成 する。 

２ 理 事 会 の議 長 は、理 事 長 が務 める。 

３ 理 事 のほか、理 事 会 が必 要 と認 めた者 は、理 事 会 に出 席 することができ

る。 

 

（招 集 ） 

第 61 条  理 事 会 は、理 事 長 が招 集 する。 

２ ３名 以 上 の理 事 が理 事 会 の招 集 を請 求 した場 合 においては、理 事 長 は

速 やかに理 事 会 を招 集 しなければならない。 

３ 理 事 会 の招 集 手 続 については、理 事 会 において定 めるものとする。 

 

（理 事 会 の会 議 及 び議 事 並 びに実 務 協 議 会 の設 置 ） 

第 62 条  理 事 会 の会 議 は、理 事 の半 数 以 上 が出 席 しなければ開 くことがで

きず、その議 事 は出 席 理 事 の過 半 数 で決 する。ただし、可 否 同 数 の場 合 に

は議 長 の決 するところによる。 

２ 議 事 録 については、第 58 条 （第 ４項 を除 く。）の規 定 を準 用 する。 

３ 理 事 会 は、その円 滑 な運 営 のために実 務 協 議 会 を設 置 することができ

る。 

（議 決 事 項 ） 

第 63 条  理 事 会 は、本 規 約 に定 めるもののほか、次 の各 号 に掲 げる事 項 を

決 議 する。 

一   収 支 決 算 及 び事 業 報 告 に関 する案 並 びに収 支 予 算 及 び事 業 計 画 に

関 する案  

二  規 約 の設 定 ・変 更 及 び廃 止 に関 する案  

三   規 則 の設 定 ・変 更 及 び廃 止 に関 する案  

四   細 則 の設 定 ・変 更 及 び廃 止  

五   その他 総 会 提 出 議 案  
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六  第 78 条 に定 める理 事 長 の勧 告 又 は指 示 等  

七  総 会 から付 託 された事 項 並 びに規 約 等 で委 任 された事 項  
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第 ７章 ：会 計  

 

（会 計 年 度 ） 

第 64 条  管 理 組 合 の会 計 年 度 は、毎 年 ４月 １日 から翌 年 ３月 31 日 までと

する。 

 

（管 理 組 合 の収 入 及 び支 出 ） 

第 65 条  管 理 組 合 の会 計 における収 入 は、第 30 条 に定 める管 理 費 等 及

び第 35 条 に定 める使 用 料 等 によるものとし、その支 出 は第 34 条 各 号 に定

めるところにより諸 費 用 に充 当 する。 

 

（会 計 区 分 ） 

第 66 条  前 条 の管 理 組 合 の会 計 は、次 の各 号 に掲 げる会 計 に区 分 する。 

一  一 般 会 計 （管 理 費 、損 害 保 険 料 及 び使 用 料 等 に関 する会 計 をいう。以

下 同 じ。） 

二  組 合 修 繕 積 立 金 会 計 （全 体 共 用 部 分 等 に係 る修 繕 積 立 金 に関 する会

計 をいう。以 下 同 じ。） 

２ 前 項 各 号 に掲 げるもののほか、理 事 長 は、必 要 と認 める場 合 において

は、理 事 会 の決 議 を経 て、特 別 の目 的 のための会 計 を設 けることができる。 

 

（収 支 予 算 の作 成 及 び変 更 ） 

第 67 条  理 事 長 は、毎 会 計 年 度 の収 支 予 算 案 を、通 常 総 会 に提 出 し、そ

の承 認 を得 なければならない。 

２ 収 支 予 算 を変 更 しようとするときは、理 事 長 は、その案 を臨 時 総 会 に提 出

し、その承 認 を得 なければならない。 

３ 理 事 長 は、第 66 条 に定 める会 計 年 度 の開 始 後 、第 １項 に定 める承 認 を

得 るまでの間 に、第 １項 の承 認 を得 る前 に支 出 することがやむを得 ないと認

められる場 合 には、理 事 会 の承 認 を得 てその支 出 を行 うことができる。 

４ 収 支 予 算 を変 更 しようとするときは、理 事 長 は、その案 を臨 時 総 会 に提 出

し、その承 認 を得 なければならない。 
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（会 計 報 告 ） 

第 68 条  理 事 長 は、毎 会 計 年 度 の収 支 決 算 案 を、監 事 の会 計 監 査 を経

て、通 常 総 会 に提 出 し、その承 認 を得 なければならない。 

 

（管 理 費 等 の徴 収 ）                                           

第 69 条  管 理 組 合 は、第 30 条 に定 める管 理 費 等 、第 31 条 に定 める個 別

負 担 金 及 び第 35 条 に定 める使 用 料 等 、並 びに臨 時 に要 する費 用 で特 別

に徴 収 することが必 要 となるものについて、規 則 で定 めるところにより、指 定 す

る口 座 に受 け入 れるものとする。 

２ 組 合 員 又 は第 33 条 の規 定 による代 理 納 入 者 が、規 則 で定 める納 入 期

限 までに個 別 負 担 金 及 び管 理 費 等 の納 入 すべき金 額 を納 入 しない場 合 に

おいて、管 理 組 合 は、その未 払 金 額 について､規 則 で定 めるところにより､年

14.6％の遅 延 損 害 金 と、違 約 金 としての弁 護 士 費 用 等 並 びに督 促 及 び徴

収 の諸 費 用 を加 算 して、その組 合 員 及 び代 理 納 入 者 に対 して請 求 するもの

とする。 

３ 管 理 組 合 は、納 入 すべき金 額 を納 入 しない組 合 員 に対 し、督 促 を行 うな

ど、必 要 な措 置 を講 ずるものとする。 

４ 理 事 長 は、未 納 の管 理 費 等 及 び個 別 負 担 金 並 びに使 用 料 の請 求 に関

して、理 事 会 の決 議 により、管 理 組 合 を 代 表 して、訴 訟 その他 法 的 措 置 を

追 行 することができる。 

５ 第 二 項 の遅 延 損 害 金 は、第 30 条 に定 める管 理 費 等 に充 当 する｡ 

６ 組 合 員 及 び代 理 納 入 者 並 びに専 用 使 用 権 を有 する者 は、納 入 した管

理 費 等 及 び個 別 負 担 金 並 びに使 用 料 について、その返 還 請 求 又 は分 割

請 求 をすることができない。 

 

（管 理 費 等 の過 不 足 ） 

第 70 条  収 支 決 算 の結 果 、管 理 費 にその余 剰 を生 じた場 合 は、その余 剰

は翌 年 度 における費 用 又 は修 繕 積 立 金 に充 当 する。 

２ 管 理 費 等 に不 足 を生 じた場 合 は、管 理 組 合 は組 合 員 に対 して第 30 条

第 ２項 に定 める管 理 費 等 の負 担 割 合 に応 じて、その都 度 必 要 な金 額 の負
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担 を求 めることができる。 

 

（預 金 口 座 の開 設 ） 

第 71 条  理 事 長 は、会 計 業 務 を遂 行 するため、管 理 組 合 の預 金 口 座 を開

設 するものとする。 

 

（借 入 れ） 

第 72 条  理 事 長 は、第 42 条 及 び大 規 模 修 繕 に係 る業 務 を行 うため、総

会 の決 議 を経 て、必 要 な範 囲 内 において借 入 れをすることができる。 

 

（帳 票 類 の作 成 、保 管 ） 

第 73 条  理 事 長 は、会 計 帳 簿 、什 器 備 品 台 帳 、組 合 員 名 簿 及 びその他

の帳 票 類 を作 成 して保 管 し、組 合 員 又 は利 害 関 係 人 の理 由 を付 した書 面

による請 求 があったときは、これらを閲 覧 させなければならない。この場 合 にお

いて、閲 覧 につき、相 当 の日 時 、場 所 等 を指 定 することができる。 

 

（会 計 についての規 則 への委 任 ） 

第 74 条  本 章 に定 めるもののほか、管 理 組 合 の会 計 に関 する必 要 な事 項

は、規 則 で定 めるものとする。 

 

（消 滅 時 の財 産 の清 算 ） 

第  75 条  管 理 組 合 が消 滅 する場 合 、その残 余 財 産 については、第 13 条

に定 める各 区 分 所 有 者 の共 用 部 分 の共 有 持 分 割 合 に応 じて各 区 分 所 有

者 に帰 属 するものとする。 
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第 ８章 ：雑 則  

 

（義 務 違 反 者 に対 する措 置 ） 

第 76 条  区 分 所 有 者 又 は占 有 者 が建 物 の保 存 に有 害 な行 為 その他 建 物

の管 理 又 は使 用 に関 し区 分 所 有 者 の共 同 の利 益 に反 する行 為 をした場 合

又 はその行 為 をするおそれがある場 合 には、区 分 所 有 法 第 57 条 から第 60

条 までの規 定 に基 づき必 要 な措 置 をとることができる。 

 

（理 事 長 の勧 告 及 び指 示 等 ） 

第 77 条  区 分 所 有 者 等 が法 令 、規 約 等 に違 反 したとき、又 は対 象 物 件 内

における施 設 運 営 の秩 序 を乱 す行 為 を行 ったときは、理 事 長 は、その区 分

所 有 者 等 に対 し、その是 正 等 のため必 要 な勧 告 又 は指 示 若 しくは警 告 を行

うことができる。 

２ 区 分 所 有 者 は、その従 業 員 又 はその所 有 する専 有 部 分 の貸 与 を受 けた

者 若 しくはその従 業 員 が前 項 の行 為 を行 った場 合 には、その是 正 等 のため

必 要 な措 置 を講 じなければならない。 

３ 区 分 所 有 者 等 が、本 規 約 等 に違 反 したとき又 は区 分 所 有 者 若 しくは区

分 所 有 者 以 外 の第 三 者 が敷 地 及 び共 用 部 分 等 において不 法 行 為 を行 っ

たときには、理 事 長 は、理 事 会 の決 議 を経 て、その差 止 め、排 除 若 しくは原

状 回 復 のための必 要 な措 置 又 は費 用 償 還 若 しくは損 害 賠 償 の請 求 を行 う

ことができる。 

４ 理 事 長 は、前 項 により訴 訟 を提 起 したときは、遅 滞 なく、区 分 所 有 者 にそ

の旨 を通 知 しなければならない。 

 

（合 意 管 轄 裁 判 所 ） 

第 78 条  本 規 約 等 に関 する管 理 組 合 と組 合 員 又 は占 有 者 との間 における

訴 訟 については、対 象 物 件 所 在 地 を管 轄 する福 岡 地 方 裁 判 所 小 倉 支 部

（又 は小 倉 簡 易 裁 判 所 ）をもって第 一 審 管 轄 裁 判 所 とする。 

 

（地 方 公 共 団 体 及 び近 隣 住 民 等 との協 定 等 の遵 守 ） 
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第 79 条  区 分 所 有 者 は、管 理 組 合 が地 方 公 共 団 体 又 は近 隣 住 民 等 と締

結 した協 定 等 について、これを誠 実 に遵 守 しなければならない。 

２ 区 分 所 有 者 は、自 己 の専 有 部 分 における占 有 者 に対 しても前 項 の規 定

を順 守 させなければならない。 

 

（規 約 外 事 項 ） 

第 80 条  規 約 等 に定 めのない事 項 については、区 分 所 有 法 その他 の法 令

の定 めるところによる。 

２ 規 約 等 又 は法 令 のいずれにも定 めのない事 項 については、総 会 の決 議

により定 める。 

 

（規 約 原 本 ） 

第 81 条  本 規 約 を証 するため、区 分 所 有 者 全 員 が記 名 押 印 した規 約 を１

通 作 成 し、これを規 約 原 本 とする。 

２ 本 規 約 原 本 は、理 事 長 が保 管 し、区 分 所 有 者 又 は利 害 関 係 人 の書 面

による請 求 があったときは、これを閲 覧 させなければならない。 

３ 規 約 が規 約 原 本 の内 容 から総 会 決 議 により変 更 されているときは、理 事

長 は、１通 の書 面 に、現 に有 効 な規 約 の内 容 と、その内 容 が規 約 原 本 及 び

規 約 変 更 を決 議 した総 会 の議 事 録 の内 容 と相 違 ないことを記 載 し、署 名 押

印 した上 で、この書 面 を保 管 する。 

４  区 分 所 有 者 又 は 利 害 関 係 人 の書 面 による請 求 があったときは、理 事 長

は、規 約 原 本 、規 約 変 更 を決 議 した総 会 の議 事 録 及 び現 に有 効 な規 約 の

内 容 を記 載 した書 面 （以 下 「規 約 原 本 等 」という。）の閲 覧 をさせなければな

らない。 

５ 第 ２項 及 び前 項 の場 合 において、理 事 長 は、閲 覧 につき、相 当 の日 時 、

場 所 等 を指 定 することができる。 

６ 理 事 長 は、規 則 で定 める掲 示 場 所 に、規 約 原 本 等 の保 管 場 所 を掲 示 し

なければならない。 
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附    則  

 

（管 理 規 約 の発 効 ）   

第 １条  本 規 約 は、管 理 組 合 の成 立 した日 から効 力 を発 する。 

 

（管 理 組 合 の成 立 ） 

第 ２条  管 理 組 合 は、管 理 組 合 の設 立 総 会 （以 下 「設 立 総 会 」という。）の日

において成 立 したものとする。 

 

（初 代 役 員 の任 期 ） 

第 ３条  第 48 条 第 １項 の規 定 にかかわらず、初 代 役 員 の任 期 は、令 和 ○年

○月 ○日 までとする。 

 

（会 計 年 度 の特 例 ） 

第 ４条  第 66 条 の規 定 にかかわらず、初 年 度 の会 計 年 度 は、設 立 総 会 の

日 から令 和 ○年 ○月 ○日 までとする。 

 



別表１
○○○管理組合 総会議決権割合一覧

区画番号 階層 面積㎡ 格差率 効用積 議決権割合
(全階)（％）

101 18.15 1.07 19.4205 0.584
102 45.95 1.05 48.2475 1.450
103 20.64 1.05 21.6720 0.651
104 22.97 1.05 24.1185 0.725
105 20.67 1.07 22.1169 0.665
106 18.81 1.03 19.3743 0.582
107 32.11 1.03 33.0733 0.994
108 13.60 1.01 13.7360 0.413
109 11.28 1.01 11.3928 0.342
110 19.08 1.00 19.0800 0.573
111 52.99 0.97 51.4003 1.544
112 27.34 1.03 28.1602 0.846
113 46.19 1.02 47.1138 1.416
114 12.80 1.01 12.9280 0.388
115 17.28 1.05 18.1440 0.545
116 11.53 0.98 11.2994 0.340
117 19.89 1.02 20.2878 0.610
118 34.95 1.00 34.9500 1.050
119 29.56 1.02 30.1512 0.906
120 17.42 1.02 17.7684 0.534
121 61.33 1.03 63.1699 1.898
122 24.96 1.00 24.9600 0.750
123 21.97 1.05 23.0685 0.693
124 36.63 1.07 39.1941 1.178
125 21.37 1.00 21.3700 0.642
126 26.09 1.02 26.6118 0.800
127 18.91 1.00 18.9100 0.568
128 22.09 1.02 22.5318 0.677
129 60.00 1.02 61.2000 1.839
130 30.60 1.02 31.2120 0.938
131 41.48 1.00 41.4800 1.246
132 23.12 1.00 23.1200 0.695
133 21.76 1.00 21.7600 0.654
134 130.65 1.00 130.6500 3.926

１F面積 1,034.17 1,053.67 31.662
757.18 0.80 605.7440 18.201
721.62 0.80 577.2960 17.346

２F面積 1,478.80 1,183.04 35.547
774.65 0.35 271.1275 8.147
716.70 0.35 250.8450 7.537

３F面積 1,491.35 521.97 15.684
852.54 0.35 298.3890 8.966
774.18 0.35 270.9630 8.142

４F面積 1,626.72 569.35 17.108
総面積 5,631.04 3,328.04 100.00

33 4F

１F

201 2F

301 3F

























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇管理組合 

 施設管理規則（案） 





目 的  

 

施 設 管 理 規 則 （ 以 下 、「 本 規 則 」 と い う ） は 、 本 施 設 内 の 営 業 お よ び

管 理 に 必 要 な 事 項 を 定 め 、協 調 の う え 遵 守 す る こ と に よ り 、本 施 設 の 秩

序 の 維 持 な ら び に 営 業 の 繁 栄 と 健 全 な 発 展 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

第 １ 章  総 則  

 

(施 設 の 目 的 ) 

第 １ 条  

〇 〇 〇 （ 以 下 、「 本 施 設 」 と い う ） は 、 次 の 各 号 を 実 現 す る こ と を 目

的 と し て 管 理 ・ 運 営 を 行 う 。  

一  地 域 の 賑 わ い 創 出  

本 施 設 を 、地 域 住 民 、観 光 客 、働 く 人 々 が 自 然 に 集 い 、世 代 や 立

場 を 超 え て 交 流 で き る 場 と し て 機 能 さ せ 、 旦 過 市 場 全 体 の 発 展 に

寄 与 す る こ と  

二  安 全 で 快 適 な 商 環 境 の 提 供  

建 築 基 準 法 、消 防 法 な ど の 法 令 遵 守 を 徹 底 し 、安 全 で 快 適 な 施 設

環 境 を 提 供 す る こ と  

三   持 続 可 能 な 運 営  

環 境 へ の 配 慮 、持 続 的 な 修 繕 と 投 資 、社 会 的 責 任 を 果 た す こ と に

よ り 、 長 期 的 な ブ ラ ン ド 価 値 を 構 築 す る こ と  

 

(管 理 運 営 の 基 本 理 念 ) 

第 ２ 条   

本 施 設 の 管 理 運 営 は 、公 平 性 、透 明 性 、法 令 遵 守 、地 域 連 携 の 原 則 に

基 づ き 行 わ れ る も の と す る 。  

 

(適 用 範 囲 ) 

第 ３ 条   



本 規 則 は 、区 分 所 有 者 及 び 占 有 権 原 に 基 づ き 営 業 を 行 う 者（ 以 下 、「 営

業 者 等 」 と い う ） に 対 し て 適 用 さ れ る 。  

２  営 業 者 等 は 、そ の 所 属 す る 従 業 員 お よ び 取 引 業 者 に 対 し て も 、本 規

則 を 遵 守 さ せ な け れ ば な ら な い も の と す る 。  

３  区 分 所 有 者 が 専 有 部 分 を 賃 貸 借 等 に よ り 貸 し 出 す 場 合 に は 、 契 約

書 に お い て 本 規 則 及 び 管 理 規 約 等 を 遵 守 す る よ う 定 め る も の と す る 。 

４  本 規 則 の 定 め に か か わ ら ず 、災 害 、事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に は 消 防

官 、 警 察 官 等 関 係 当 局 の 指 示 を 優 先 す る も の と す る 。  

 

(組 織 構 造 と 役 割 分 担 ) 

第 ４ 条  

 本 施 設 の 管 理 運 営 に お け る 各 組 織 と そ の 役 割 分 担 は 以 下 の 通 り と す

る 。  

一  管 理 組 合  

建 物 の 最 終 意 思 決 定 主 体 と し て 、大 規 模 修 繕 や 基 本 方 針 の 決 定 を  

行 う 。  

二  理 事 会  

管 理 組 合 規 約 で 定 め る 議 事 事 項 の ほ か 、日 常 的 な 運 営 業 務 の う ち

管 理 会 社 に 委 託 し た 部 分 を 除 く す べ て の 判 断 お よ び 実 務 を 行 い る 。 

会 議 は 、週 次 ま た は 月 次 に 開 催 し 、運 営 上 の 課 題 を 共 有・決 定 す

る 。 必 要 に 応 じ て 管 理 会 社 テ ナ ン ト 代 表 者 も 参 加 し て 意 見 を 述 べ

る こ と が で き る 。  

三  管 理 会 社  

管 理 組 合 か ら の 委 託 を 受 け て 、施 設 の 維 持 管 理 を 実 務 的 に 担 い 、

日 常 業 務 を 統 括 す る 。  

 

(緊 急 時 の 体 制 ) 

第 ５ 条  

緊 急 時 の 指 揮 系 統 は 以 下 の 通 り と す る 。  

一  火 災 、 地 震 、 停 電 が 発 生 し た 場 合  



統 括 防 火 管 理 者 が 統 括 指 揮 し 、 防 火 管 理 者 と 連 携 し て 初 動 対 応

を 実 施 す る 。  

二  事 件 、 事 故 な ど が 発 生 し た 場 合  

理 事 長（ 理 事 長 不 在 の 場 合 は 副 理 事 長 ）が 統 括 指 揮 し 、管 理 会 社

と 連 携 し て 初 動 対 応 を 実 施 す る 。  

２  緊 急 時 の 連 絡 網 は 、「 防 火 細 則 」及 び「 施 設 管 理 細 則 」で 連 絡 体 制

を 構 築 す る 。  

 

(円 滑 な 管 理 運 営 の 実 施 ) 

第 ６ 条   

管 理 組 合 は 、防 災 訓 練 、営 業 者 に 対 す る 規 則 等 の 周 知 を 通 じ て 、管 理

運 営 を 円 滑 に 実 施 す る よ う 努 め る 。  

 

(禁 止 事 項 ) 

第 ７ 条  

 営 業 者 は 、規 約 等 に 定 め る も の の ほ か 、次 の 各 号 に 掲 げ る 行 為 を し て

は な ら な い 。  

一  敷 地 及 び 共 用 部 分 に お い て 無 断 で 営 業 行 為 を す る こ と  

二  エ チ ケ ッ ト エ リ ア を 超 え て 通 路 幅 を 塞 ぐ 什 器 ・ 商 品 ・ 看 板 ・ POP

を 設 置 す る こ と  

三  管 理 組 合 に 無 断 で 、 修 繕 、 改 装 、 原 状 回 復 等 の 工 事 を す る こ と  

四  共 用 部 分 で の 呼 び 込 み ・ 客 引 き ・ ビ ラ 配 布 を す る こ と  

五  他 の 店 舗 へ の 営 業 妨 害 行 為  

六  法 令 違 反 商 品 ・ 模 造 品 の 販 売  

七  搬 入 出 ス ペ ー ス 以 外 の 場 所 で 荷 捌 き を し 又 は 駐 車 禁 止 区 域 で 駐

車 を す る こ と  

八  北 九 州 市 が 定 め る 投 棄 方 法 、 区 分 等 に よ ら な い で ご み を 処 理 す

る こ と  

九  物 品 、ご み 、段 ボ ー ル 等 を 一 時 的 に 共 用 部 分 及 び 敷 地 に 置 く こ と  

十  無 断 で 建 物 内 に お い て 宿 泊 し 、 又 は 宿 直 す る こ と  



十 一  火 災 報 知 器 、 非 常 口 そ の 他 の 機 能 を 低 下 さ せ 、 又 は 妨 げ る こ と  

十 二   指 定 の 喫 煙 所 以 外 の 場 所 で 喫 煙 す る こ と  

十 三   爆 発 性 、 引 火 性 の あ る 物 品 を 館 内 へ 無 断 で 搬 入 す る こ と  

十 四   窓 、 出 入 口 、シ ャ ッ タ ー 等 の 施 錠 及 び 業 務 終 了 後 の 消 灯 、 火 気

の 後 始 末 を 怠 る こ と  

十 五   そ の 他 建 物 の 保 全 上 又 は 管 理 上 有 害 と み ら れ る 行 為   

  

第 ２章  専 有 部 分 の 管 理  

 

(営 業 時 間 及 び 費 用 負 担 ) 

第 ８ 条   

標 準 的 な 営 業 時 間 を 以 下 の 通 り と す る 。な お 、施 設 情 報 及 び 市 場 情 報

の 発 信 に 使 用 さ れ る こ と を 考 慮 し 、各 店 舗 で 通 常 想 定 さ れ る 営 業 時 間 、

定 休 日 を 管 理 組 合 に 申 告 す る こ と と す る 。  

標 準 営 業 時 間 外 の 営 業 に 際 し 、 共 用 部 の 空 調 は 稼 働 し な い 。  

標 準 営 業 時 間 外 の 施 設 出 入 口 解 放 箇 所 に つ い て は 、 事 前 に 理 事 会 が

承 認 し た 箇 所 の み と す る 。  

 

階  場 所  標 準 営 業 時 間  休 業 日  時 間 外 の 対 応  

屋 上  

駐 車 場   な し  －  4 階  

3 階  

2 階  商 業 施 設   フ リ ー  一 部 早 朝 営 業  

1 階  
市 場 施 設   フ リ ー  一 部 早 朝 営 業  

飲 食 施 設   フ リ ー  一 部 早 朝 営 業  

 

２  共 用 部 の 水 光 熱 費 に つ い て  

共 用 部 の 電 気 料 金 及 び 水 道 使 用 料 金 は 、管 理 組 合 の 請 求 に 基 づ き 共 益

費 と し て 「 管 理 費 等 負 担 規 則 」 に 定 め る 割 合 で 営 業 者 が 負 担 す る 。  

３  管 理 費 等 に つ い て  



清 掃 ・ 点 検 ・ 修 繕 ・ 警 備 等 の 管 理 費 及 び 修 繕 積 立 金 に つ い て は 、「 管

理 費 等 負 担 規 則 」 に 定 め る 割 合 で 各 区 分 所 有 者 が 負 担 す る 。  

４  改 装 ・ 原 状 回 復 に つ い て  

 店 舗 改 装 は 管 理 組 合 の 承 認 を 必 須 と し 、防 火・電 気 容 量・内 装 監 理 指

針 規 制 を 遵 守 す る 。  

 退 店 時 に お い て 、 営 業 者 に 専 用 使 用 権 が 設 定 さ れ て い る 共 用 部 分 に

つ い て は す べ て 原 状 回 復 す る こ と を 義 務 と す る 。  

 原 状 回 復 の 確 認 は 、 管 理 会 社 が 行 う こ と と す る 。  

 

(店 舗 運 営 ル ー ル ) 

第 ９ 条  

 店 舗 の 運 営 に 当 た り 、 営 業 者 は 以 下 の 各 号 を 遵 守 す る も の と す る 。  

 

一  音 ・ 光 ・ 匂 い の 管 理 に つ い て  

 Ｂ Ｇ Ｍ や 呼 び 込 み の 音 、照 明 に つ い て は 、他 の 店 舗 の 営 業 や 来 街 者

の 往 来 に 支 障 の な い よ う 音 量 、 照 度 、 方 向 等 に 留 意 す る も の と す る 。 

 店 舗 か ら 発 生 す る 匂 い に つ い て は 、換 気 設 備 等 を 活 用 し 、他 の 店 舗

の 営 業 に 影 響 を 与 え る こ と の な い よ う 留 意 す る も の と す る 。  

二  衛 生 管 理 に つ い て  

飲 食 店 舗 は 食 品 衛 生 法 を 遵 守 し 、定 期 的 な 衛 生 点 検・検 便 を 義 務 化

す る 。 調 理 排 気 ・ 油 脂 の 処 理 方 法 を 統 一 す る 。  

三  緊 急 時 対 応 に つ い て  

火 災・停 電・地 震 発 生 時 は 管 理 会 社 の 指 揮 に 従 い 、年 1 回 以 上 の 防

災 訓 練 へ の 参 加 を 義 務 と す る 。  

四  廃 棄 物 ・ 環 境 管 理 に つ い て  

指 定 時 間・場 所 に 分 別 し て 排 出 す る 。廃 油・生 ご み・ダ ン ボ ー ル は

専 用 ル ー ト で 回 収 す る 。  

 

（ 指 定 用 途 ）  

第 10 条  



規 約 第 15 条 に 定 め る 指 定 用 途 は 、 も っ ぱ ら 以 下 の 用 途 と す る 。  

 

①  １ 階 及 び ２ 階   

  物 販 店 舗 、 飲 食 店 舗 そ の 他 こ れ に 類 す る 営 業 活 動 を 目 的 と す る も  

の と す る 。 但 し 以 下 の 業 種 を 除 く 。  

  ・ 接 待 を 伴 う 飲 食 店  

  ・ 古 物 商 （ 金 券 シ ョ ッ プ 等 ）  

  ・ 質 屋  

  ・ ペ ッ ト シ ョ ッ プ  

  ・ 貸 金 業  

 ② ３ 階 及 び ４ 階  

  駐 車 場  

  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 理 事 会 の 決 議 に よ り 個 別 に 用 途 を 認 め

る こ と が で き る 。  

 

（ 優 先 譲 渡 の 手 続 ）  

第 11 条  

専 有 部 分 の 譲 渡 を 行 お う と す る 者 は 、規 約 第 16 条 第 ２ 項 の 定 め に 従

い 、 他 の 区 分 所 有 者 に 対 し 、 １  カ 月 以 上 の 期 間 を 定 め て 、 当 該 区 分 所

有 建 物 の 購 入 を 希 望 す る か 否 か を 、 書 面 に よ り 回 答 す べ き 旨 を 通 知 し

な け れ ば な ら な い 。  

２  購 入 を 希 望 す る 旨 の 通 知 が 当 該 期 間 内 に あ っ た 場 合 は 、ま ず そ の 区

分 所 有 者 と 売 買 の 交 渉 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

第 ３章  共 用 部 分 等 の 管 理  

 

(共 用 部 分 の 範 囲 ) 

第 12 条   

本 施 設 に お け る 共 用 部 分 は 、「 管 理 規 約 別 図 〇 」 に 示 す 範 囲 と す る 。 



(イ ベ ン ト 利 用 ) 

第 13 条  

 共 用 部 分 等 に お け る イ ベ ン ト の 利 用 に つ い て は 、以 下 の 通 り と す る 。 

ア  利 用 可 能 ス ペ ー ス  

イ ベ ン ト 等 の 利 用 が 可 能 な ス ペ ー ス は 以 下 の 場 所 と す る 。  

① エ ン ト ラ ン ス 前 広 場  

② 吹 き 抜 け イ ベ ン ト ス ペ ー ス  

イ  費 用 負 担  

利 用 に 伴 っ て 発 生 す る 費 用 は そ の 実 費 を 利 用 者 が 負 担 す る も の

と し 、広 告 宣 伝 を 伴 う 場 合 は 細 則 に 基 づ く 負 担 金 が 発 生 す る 場 合 が

あ る 。  

ウ   制 限 事 項  

騒 音 ・ 危 険 物 ・ 火 気 の 使 用 は 禁 止 と し 、 公 序 良 俗 に 反 す る イ ベ ン

ト は 不 可 と す る 。  

エ   申 請 手 続 き  

使 用 希 望 日 の 1 か 月 以 上 前 に 申 請 書 を 提 出 し 、 内 容 （ 物 販 /展 示 /

パ フ ォ ー マ ン ス な ど ）、 音 響 使 用 、 来 場 者 規 模 を 記 載 す る 。  

 

(掲 示 物 の 設 置 ) 

第 14 条  

施 設 に お け る 掲 示 物 の 設 置 に つ い て は 、「 看 板 等 設 置 細 則 」 の 規 定 に

よ る も の と す る 。  

 

(搬 入 出 ス ペ ー ス ) 

第 15 条  

１ 階 の 搬 入 出 ス ペ ー ス の 使 用 方 法 に つ い て は 、「 施 設 管 理 細 則 」 に 定

め る も の と す る 。  

 

(衛 生 環 境 の 維 持 ) 

第 16 条  



 共 用 部 分 の 清 掃 は 原 則 と し て 管 理 組 合 が 委 託 し た 清 掃 業 者 が 実 施

す る 。た だ し 、エ チ ケ ッ ト エ リ ア 等 の 専 用 使 用 権 が 設 定 さ れ た 共 用 部

分 に つ い て は 、専 用 使 用 権 を 有 す る 各 店 舗 の 営 業 者 が 日 常 的 に 清 掃 を

行 い 、 衛 生 環 境 を 維 持 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 特 定 の 営 業 者 に よ る 汚 損 で 特 別 の 費 用

を 要 す る 場 合 に は そ の 営 業 者 が 清 掃 費 用 を 負 担 す る も の と す る 。  

 

（ 鍵 の 管 理 ）  

第 17 条  

専 有 部 分 の 鍵 は 区 分 所 有 者 が 管 理 す る 。  

２  共 用 部 分 等 の 鍵 は 理 事 長 又 は 委 託 を 受 け た 管 理 会 社 が 管 理 す る 。  

 

（ 合 鍵 の 保 管 ）  

第 18 条  

管 理 組 合 が 、 規 約 第 28 条 の 規 定 に 基 づ く 専 有 部 分 へ の 立 入 り を 行

う た め 、区 分 所 有 者 等 は 専 有 部 分 毎 に 所 有 す る 合 鍵 を 理 事 長 又 は 委 託

を 受 け た 管 理 会 社 へ 預 け な け れ ば な ら な い 。専 有 部 分 内 を 施 錠 可 能 な

方 法 で 分 割 し た 場 合 の 合 鍵 に つ い て も 同 様 と す る 。  

２  理 事 長 又 は 管 理 会 社 は 、管 理 室 に お い て 共 用 部 分 等 の 鍵 及 び 専 有 部

分 に 関 し て 預 か っ た 合 鍵 を 管 理 す る も の と す る 。な お 、預 か っ た 専 有

部 分 の 合 鍵 は 管 理 上 立 入 る 必 要 が あ る 場 合 以 外 に は 、 い か な る 者 も

一 切 使 用 で き な い も の と す る 。  

 

第 ４章  届 出 ・ 承 認 等  

 

（ 専 有 部 分 の 工 事 に 関 す る 届 出 事 項 ）  

第 19 条  

営 業 者 等 は 、規 約 第 26 条 に 規 定 す る 専 有 部 分 に 関 す る 工 事 を 行 う に

あ た り 、以 下 の 事 項 に 該 当 す る 場 合 は 、そ の ２ 週 間 前 ま で に 理 事 会 に そ

の 旨 を 書 面 に よ り 届 け 出 る も の と す る 。   



た だ し 、緊 急 の 場 合 に あ っ て は こ の 限 り で な く 、営 業 者 等 は 工 事 施 工

後 す み や か に 理 事 会 に 対 し て 工 事 内 容 等 を 届 け 出 る も の と す る 。  

 

一  専 有 部 分 内 の 修 繕 、模 様 替 え 、用 途 変 更 等（  以 下 ｢修 繕 等 」と い

う 。）  の 工 事  

二  設 備 機 器 の 新 設 、 増 設 、 移 転 又 は 改 修 等  

三  工 事 に 伴 う 共 用 部 分 又 は 敷 地 の 一 時 的 な 占 有  

 

（ 工 事 に 関 す る 承 認 事 項 ）  

第 20 条  

前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 共 用 部 分 等 又 は 他 の 専 有 部 分 に 少 な か ら

ず 影 響 を 及 ぼ す と 理 事 会 が 認 め る 工 事 に つ い て は 、 理 事 会 は 必 要 な 指

示 、 条 件 を 付 す こ と が で き 、 営 業 者 等 は こ れ に 従 う も の と す る 。  

２  理 事 会 は 、 工 事 予 定 の １ 週 間 前 ま で に 前 項 の 指 示 又 は 条 件 の 付 与

を す る よ う に 努 力 し な け れ ば な ら な い 。  

３  専 有 部 分 の 工 事 に お い て 共 用 部 分 等 に 変 更 を 生 じ る よ う な 場 合 に

は 、 規 約 第 26 条 に 基 づ き 総 会 の 承 認 を 経 な け れ ば な ら な い 。  

 

 

（ 業 務 に 関 す る 届 出 事 項 ）  

第 21 条  

営 業 者 等 は 、そ の 業 務 を 行 う に あ た り 、以 下 の 事 項 に 該 当 す る 場 合 は 、

事 前 ま た は 事 後 に 理 事 会 に 届 け 出 る も の と す る 。  

一  事 前 の 届 出 を 要 す る も の  

ア  専 有 部 分 の 譲 渡 又 は 貸 与  

イ  共 有 床 の 代 表 者 の 選 任  

ウ  専 有 部 分 の 管 理 に 関 す る 責 任 者 及 び 緊 急 時 に お け る 連 絡 先 並

び に こ れ ら の 変 更  

エ  名 称 、 屋 号 、 代 表 者 氏 名 等 の 変 更  

オ  休 業 日 ・ 営 業 時 間 の 設 定 お よ び 変 更  



カ  引 越 、 そ の 他 多 量 の 荷 物 の 搬 入 ま た は 搬 出  

二  事 後 の 届 出 を 要 す る も の  

ア  金 品 の 盗 難 、 拾 得 若 し く は 遺 失  

イ  災 害 ､事 故 、 ま た は 応 急 の 措 置  

ウ  区 分 所 有 権 （ 組 合 員 資 格 ） の 取 得 又 は 喪 失  

 

（ イ ベ ン ト に 関 す る 承 認 事 項 ）  

第 22 条  

理 事 会 は 、 第 11 条 に 定 め る 共 用 部 分 等 の イ ベ ン ト 利 用 に つ い て 、 申

請 内 容 を 審 査 し 承 認 又 は 不 承 認 の 判 断 を 行 う 。  

２  前 項 に お い て 理 事 会 は 条 件 を 付 し て 承 認 す る こ と が で き る も の と

す る 。  

 

（ そ の 他 事 項 ）  

第 23 条  

前 ２ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 理 事 会 は 他 の 区 分 所 有 者 や 共 用 部 分 に

重 大 な 影 響 を 及 ぼ す と 認 め た 業 務 に つ い て 営 業 者 等 に 対 し 、 書 面 に よ

る 申 請 又 は 届 出 を 要 求 す る こ と が で き る 。  

 

第 ５ 章  付 則  

(施 行 日 ) 

第 24 条  

こ の 施 設 管 理 規 則 は 、 総 会 の 承 認 を 得 た 日 か ら 施 行 す る 。  

 

(補 足 事 項 ) 

第 25 条  

本 規 則 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、管 理 規 約 等 の 各 種 規 定・法 令・

行 政 指 導 ・ 社 会 通 念 に 従 っ て 運 用 す る 。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇〇管 理 組 合  

 看 板 等 設 置 細 則 （案 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





第 １ 章  総  則  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  本 看 板 等 設 置 細 則 （ 以 下 「 細 則 」 という ）は 、 管 理 規 約 第 23 条 の 規 定

に 基 づ き 、 管 理 組 合 が 管 理 す る 敷 地 又 は 建 物 等 の 共 用 部 分 等 の 一 部 に お

ける 看 板 等 の 設 置 及 び 管 理 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ とを 目 的 とす る 。 

 

(看 板 等 ）  

第 ２ 条   本 細 則 に おい て対 象 と す る 営 業 上 又 は 業 務 上 必 要 な 看 板 等 は 、次 の  

各 号 の 通 りとす る 。 

      一  壁 面 に 付 着 し て 設 置 す る 看 板 等  

      二  ガラ スに 付 着 し て設 置 す る 看 板 等  

      三  床 に 設 置 す る 看 板 等  

      四  そ の 他 こ れら に 類 す る もの で 別 に 定 め る 「 看 板 等 設 置 基 準 」 に お い て

指 定 したも の  

 

第 ２ 章  

 

建 物 引 渡 時 に お け る看 板 等 の 設 置 及 び 専 用 使 用 権 の 承 認 並 び に 看 板 等 の

設 置 基 準 の 承 認  

 

（ 建 物 引 渡 時 に お ける 看 板 等 の 設 置 及 び 専 用 使 用 権 の 承 認 ）  

第 ３ 条  建 物 引 渡 時 にお け る 看 板 等 の 設 置 は 別 表 １ の 通 り とし 、 各 区 分 所 有 者

はこ れ を 承 認 し 並 び にそ の 存 立 の 根 拠 となる 専 用 使 用 権 の 設 定 を 承 認 す る も

のと す る。  

  ２  当 該 専 用 使 用 権 は 建 物 の 区 分 所 有 権 と 分 離 し て こ れ を 譲 渡 す る こ と は で   

き ないも のとす る 。 

 

（ 看 板 等 設 置 基 準 の 承 認 ）  

第 ４ 条  建 物 引 渡 時 にお け る 看 板 等 の 設 置 に 関 し て定 め ら れた 「 看 板 等 設 置 基



準 」 を 各 区 分 所 有 者 は 承 認 する もの とする 。 

  ２  理 事 会 は 、 理 事 会 の 承 認 を 得 て 、「 看 板 等 設 置 基 準 」を 修 正 、変 更 、 付

加 す る こ とが で き る 。 

 

第 ３ 章  新 規 看 板 等 設 置 許 可 の 手 続  

 

（ 新 規 看 板 等 の 設 置 許 可 ）  

第 ５ 条  建 物 引 渡 時 以 後 に お い て新 規 に 看 板 等 の 設 置 を 希 望 す る ときは 、 当

該 希 望 者 は 所 定 の 許 可 申 請 書 に 設 置 場 所 、 形 状 、寸 法 、 色 彩 等 を 記 入 し

た図 面 等 を 添 付 し て、 理 事 会 に 申 請 し、 そ の 許 可 を 得 なけ れ ばならな い 。  

 

第 ４ 章  看 板 等 の 変 更 許 可 の 手 続  

 

（ 看 板 等 の 変 更 許 可 の 手 続 ）  

第 ６ 条  設 置 さ れ た 看 板 等 の 変 更 を し ようと す る 者 は 、 所 定 の 変 更 許 可 申 請 書   

に 従 前 及 び 従 後 の 形 状 、寸 法 、色 彩 等 を 記 入 した 図 面 等 を 添 付 し て、 理 事

会 に 申 請 し 、そ の 許 可 を 得 なけ れ ば なら な い 。 

  ２   理 事 会 は 、 第 ４ 条 に 規 定 する 「 看 板 等 設 置 基 準 」 に 鑑 み 建 物 の 美 観 、周

辺 環 境 との 調 和 等 を 総 合 的 に 衡 量 し 、 変 更 の 許 可 、 不 許 可 、 条 件 付 き 変 更

許 可 等 の 措 置 及 び 変 更 後 の 使 用 料 を 決 定 し 、そ の 結 果 を 書 面 に 明 記 して 変

更 申 請 者 に 交 付 す るも の とす る 。 

 

第 ５ 章  許 可 更 新 の 手 続  

 

（ 許 可 更 新 の 手 続 ）  

第 ７ 条  看 板 等 の 設 置 期 間 の 更 新 を し ようと する 者 は 、所 定 の 更 新 許 可 申 請 書

に 設 置 場 所 、 形 状 、 寸 法 、 色 彩 等 を 記 入 し た 図 面 等 を 添 付 し て 、 理 事 会 に

申 請 し 、そ の 許 可 を 得 な けれ ばな らない 。  

  ２   理 事 会 は 、 第 ４ 条 に 規 定 する 「 看 板 等 設 置 基 準 」 に 鑑 み 建 物 の 美 観 、周

辺 環 境 との 調 和 等 を 総 合 的 に 衡 量 し 、 更 新 の 許 可 、 不 許 可 、 条 件 付 き 許 可



等 の 措 置 及 び 更 新 後 の 使 用 料 を 決 定 し、 理 事 会 の 承 認 を 得 て、 その 結 果 を

書 面 に 明 記 して 更 新 申 請 者 に 交 付 す るも の とす る 。  

 

第 ６ 章  既 設 看 板 等 の 廃 止  

 

（ 既 設 看 板 等 の 廃 止 ）  

第 ８ 条  既 設 の 看 板 等 を 廃 止 しよ うとする 者 は 、事 前 に 理 事 会 に 届 出 て そ の 承  

認 を 受 けな けれ ば な らない 。  

    ２   既 設 看 板 等 の 廃 止 許 可 と 同 時 に 、当 該 看 板 等 の 設 置 の た めに 設 定 さ れ

た 専 用 使 用 権 は 消 滅 す るも のとす る 。  

 

第 ７ 章  看 板 等 の 維 持 管 理 の 方 法 等  

 

（ 看 板 等 の 所 有 権 ）  

第 ９ 条  敷 地 内 に 存 す る 看 板 等 の 所 有 権 は 、そ の 設 置 者 （ 包 括 承 継 人 及 び 特

定 承 継 人 を 含 む） に 属 し 、そ の 者 の 責 任 と 負 担 で 維 持 管 理 を 行 う 。  

 

 

（ 看 板 等 の 設 置 料 金 ）  

第 1 0 条   看 板 等 の 設 置 に つ い ては 、特 例 で 定 め るも の 以 外 は 有 償 とす る 。 

    ２   看 板 等 の 有 償 ・ 無 償 の 区 分 につ い ては 別 表 １に 定 め る とお り とする 。  

 

（ 看 板 等 の 取 付 等 ）  

第 1 1 条  区 分 所 有 者 等 が 、看 板 等 の 取 り 付 け 、掲 出 ま たは 除 去 に 伴 い 工 事 を

行 う とき は 、理 事 会 への 届 け 出 を 必 要 とす る 。 

 

（ 看 板 等 の 撤 去 処 分 ）  

第 1 2 条  理 事 会 は、当 該 看 板 等 の 取 り付 け等 が 無 許 可 で 行 わ れた 場 合 又 は     

許 可 条 件 に 反 し 著 しく 建 物 の 美 観 を 損 ね る と 認 めら れ る 場 合 には 、 当 該 看 板

等 の 設 置 者 に 対 し 、当 該 看 板 等 の 寸 法 、 形 状 、配 色 等 の 変 更 若 し くは 撤 去



を 求 め る こ とがで きる 。  

     

（ 原 状 回 復 義 務 ）  

第 1 3 条  看 板 等 を 設 置 した 者 は 、許 可 期 間 終 了 と同 時 に 当 該 看 板 等 を 撤 去   

し、原 状 に 回 復 し な けれ ばな らない 。  

 

第 ８ 章  そ の 他  

 

（ 用 語 の 意 義 ）  

第 1 4 条  本 細 則 にお い て用 いら れ る 用 語 の 意 義 は 、 規 約 に お ける 意 義 と同 一

とす る 。 

 

（ 規 定 外 事 項 ）  

第 1 5 条   本 細 則 に 定 めの ない 事 項 又 は 疑 義 の ある 事 項 につ い ては 、理 事 会

の 決 定 す る とこ ろ に よる 。 

 

附   則  

 

本 細 則 は 、 総 会 の 承 認 を 得 た 日 か ら 施 行 す る。  


